
第 13 回議会運営委員会会議記録 

開 閉 会 

日   時 

 令和７年９月 25 日（木曜）      午後１時 30 分 開会 

休 憩 1:54-59 

午後２時 03 分 閉会 

会議場所  ３階委員会室 

出席委員  

氏   名 

委員長  渡辺洋一郎 委 員 中村 和宏  

副委員長 立川 美穂 委 員 中田智惠子  

委 員  正村紀美子 委 員 鈴木 健充  

委 員  木村 淳彦  議 長 梶澤 幸治 

欠席委員  

氏   名 

   

   

説明等に  

出席した  

者の氏名  

   

   

   

事務局職員 総務係長 竹川 恭史 総務係主査 大石真澄  

１ 開 会 

・委員長が開会を告げ、事務局から本日の委員会の日程を説明する。 

 

２ 議 件 

（１） 調査事項 

ア R7白樺高校との包括連携協定事業案について   当日資料１ 

イ R7芽室高校との意見交換会実施要領案について    資料２ 

ウ 議員定数と報酬の見直し（原案）について    当日資料３ 

 

３ その他 

（１）次回委員会の開催日程（予定）について 

令和７年 月 日（  曜）   時   分 

（２）その他 

 

                                       

２ 議 件 

（１）調査事項 

ア R7白樺高校との包括連携協定事業案について   当日資料１ 

・菊池副委員長：今件については、７月１日開催の「第３回全員協議会」におい

て、今年度の事業概要の共通認識を図ったところだが、日程が近付いてきたこと

から、詳細について確定させたく、議運正副として案を整理したので協議いただ

きたい。 

・委員長：意見・質疑はないか？ 



・立川委員：４日間の日程で全クラスフォローできるのか？ 

・渡辺委員長：全部で５クラスあり、割り振りは決まり次第お知らせする。 

・立川委員：グループワークの資料に主権者教育に関する設問を設けたらよい。 

・渡辺委員長：意見として伺い、昨年の振り返りも含めて精査する。 

・委員長：他にないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：提案のとおり決定することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：議運案として決定する。なお、次回全員協議会（９月29日予定）で共通

認識を図る。以上で、調査事項「ア」を終了する。 

 

イ R7芽室高校との意見交換会実施要領案について    資料２ 

・菊池副委員長：調査事項「ア」と同様に、７月１日開催の「第３回全員協議会」

において、今年度の事業概要の共通認識を図った事業である。先方との打ち合わ

せにより、今般、実施日程が確定したので改めて情報共有したい。なお、現時点

では、意見交換のテーマ設定や参加者の選考等未確定事項もあるので、当日に向

けて徐々に議会内で詳細を詰めながら、先方と意見交換をし事業内容を確定させ

ていきたい。 

・委員長：意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：提案のとおり決定することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：議運案として決定する。なお、次回全員協議会（９月29日予定）で共通

認識を図る。以上で、調査事項「イ」を終了する。 

 

ウ 議員定数と報酬の見直し（原案）について    当日資料３ 

・委員長：「議員定数と報酬の見直し（原案）（以下「見直し原案」という。）」につい

ては、去る９月18日開催の第８回全員協議会において、「見多し原案」に係る「基

本的事項（検討手法・目的・背景・趣旨）」及び「議員定数」について、共通認識

を図ったところである。本日は「議員報酬の見直原案」について、議運案を整理す

るため協議をしたい。議運正副案を整理したので、副委員長から説明する。  

 ・菊池副委員長：資料説明 

 ・委員長：項目ごとに意見・質疑を行う。最初に「（１）報酬の根拠はどうあるべき

か」について、意見・質疑はないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

・委員長：以上で「（１）報酬の根拠はどうあるべきか」について終了する。次に「（２）

報酬の根拠とすべき方式は何か」について、意見・質疑はないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

 ・委員長：以上で「（２）報酬の根拠とすべき方式は何か」について終了する。次に

「（３）役職区分はどうあるべきか」について、意見・質疑はないか？ 



 ・立川委員：副委員長の業務量は多く、今後議会活動を実践していく上で、モチベー

ションを保ちながら活動できるような位置付けが必要ではないか。原案は尊重す

るが、今後委員長との業務分担のあり方を考えていくことも必要なのではないか。 

 ・鈴木委員：副委員長は委員長の補佐的な役割。副委員長になってから委員長になる

ので、役職区分として取り扱わなくてよい。 

 ・堀切委員：立川委員の意見に同意。期末手当の加算率等での検討も必要。 

・委員長：他にないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

 ・委員長：以上で「（３）役職区分はどうあるべきか」について終了する。次に「（４）

期末手当はどうあるべきか」について、意見・質疑はないか？ 

 ・立川委員：加算率は最終的に議会としての原案確定までに整理する理解でよいか？ 

 ・渡辺委員長：12月の原案確定までに整理する。 

・委員長：他にないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

 ・委員長：以上で「（４）期末手当はどうあるべきか」について終了する。次に「（５）

報酬増の際の財源確保の説明はどうあるべきか」について、意見・質疑はないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

 ・委員長：以上で「（５）報酬増の際の財源確保の説明はどうあるべきか」について、

終了する。最後に全体を通して意見・質疑はないか？ 

 ・（意見・質疑なし） 

 ・委員長：ただいま協議したとおり、「議員報酬の見直原案」について議運案として

決定する。なお、次回全員協議会（９月29日予定）で共有・協議し、共通認識を図

る。以上で、調査事項「ウ」を終了する。 

 

 

３ その他 

（１）次回の委員会開催日程について  

・正副一任 

 

（２）その他 

・ 委員長：「その他」で各委員からないか？ 

・ （なし） 

・ 委員長：議長からないか？ 

・ （なし） 

・ 事務局からないか？ 

・ （なし） 

・ 委員長：以上で終了する。 

 

                    以上をもって議会運営委員会を閉会する。 

 



傍 聴 者 数 一般者 ０名 報道関係者 １名 議 員 ０名 合計 １名 

  

令和７年９月 25 日 

議会運営委員会委員長 渡辺 洋一郎 

 

 


